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令和８年度採用 

白河地方広域市町村圏整備組合消防職員採用候補者試験案内 

 

白河地方広域市町村圏整備組合 

 

この試験は、白河地方広域市町村圏整備組合（白河市・西白河郡・東白川郡内）の消防業務に

従事する消防職員の採用候補者試験です。 

 

１ 採用予定人員  若干名 

 

２ 試験日時、場所及び合格者の発表 

区 分 日   時 場   所 結果の発表 

第
１
次
試
験 

令和７年９月２１日（日） 

○受付時間 

９時００分～ ９時３０分 

○教養試験（筆記試験） 

１０時００分～１２時００分 

○消防適性検査（筆記） 

１３時００分～１３時２０分 

白河市立石９６番地 

新白信ビル 

 

（案内図：５頁に掲載） 

合否にかかわらず全員

に通知します。（電話

での問い合せについて

は応じません。） 

第
２
次
試
験 

第１次試験合格者に別途通知します。 同  上 

 

３ 採 用 

合格者は、採用候補者名簿に記載され、令和８年４月１日以降、欠員に応じて順次採用しま

す。 

なお、採用候補者名簿の有効期間は、令和９年３月３１日までです。 

 

４ 受験資格 

（１）平成１１年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

（２）学歴・性別は問いません。 

（３）身体の基準は次のとおりです。 

項 目 男   性 女   性 

身 長 おおむね１６０cm以上 おおむね１５５cm以上 

胸 囲 身長のおおむね２分の１以上 

体 重 おおむね５０kg以上 おおむね４５kg以上 

視 力 
視力（きょう正視力を含む。）が両眼で０.７以上、かつ、一眼でそれぞれ０.３以上

であること。なお、裸眼視力に制限はありません。 

色 覚 消防職員として職務遂行に重大な支障がないこと。 

聴 力 左右とも正常であること。 
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（４）欠格事項 

次のいずれかに該当する者は受験できません。 

・日本の国籍を有しない者 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

・白河地方広域市町村圏整備組合消防職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

５ 試験科目 

※第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。 

 

６ 資格調査 

  第１次試験合格者に対して、受験資格の有無・申込書記載事項の真否、その他について調査

します。 

 

７ 給与関係 

  給与は、白河地方広域市町村圏整備組合職員の給与の規定に基づき支給されます。 

      給料月額 １９１，３００円（高校新卒者、令和７年４月現在） 

           ２２４，６００円（大学卒者、令和７年４月現在） 

なお、学歴及び職歴に応じて、一定の基準により加算される場合があり、給与改定があれば

その定めによります。 

上記のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当等がそれぞ

れの手当の支給条件に応じて支給されます。 

 

 

区 分 試 験 科 目 内   容 

第
１
次
試
験 

教養試験 

（筆記試験） 

高校卒業程度（２時間） 

消防職員として必要な一般知識及び知能につい

て、択一式による筆記試験を行います。 

消防適性検査 
消防職員としての適性について、筆記により検査

します。（２０分） 

第
２
次
試
験 

身体検査 

（検査書は、持参提出） 

当広域整備組合が指定する事項について、国立の

医療機関、公的医療機関（県立、その他の公立、

厚生連、日本赤十字社の各病院）、病院、診療所、

保健所等の医師の検査を受け、その検査書を第２

次試験当日持参提出していただきます。 

これにより、職務遂行上必要な健康度について判

定を行います。 

体力検査 

職務遂行に必要な体力を有するかどうかを検査し

ます。 

６種目：握力・上体起こし・長座体前屈・反復横

とび・２０ｍシャトルランテスト（往復持久走）・

立ち幅とび 

作  文 課題式（１時間３０分） 

口述試験 個別面接により行います。 
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８ 職務内容 

  消防本部（総務課・警防課・予防課）、白河消防署（本署、西郷分署、東分署、表郷分署、大

信分署）、棚倉消防署（本署、塙分署、鮫川分署、矢祭分署）、矢吹消防署（本署、泉崎中島分

署）に配属、主に次の業務を行います。 

（１）災害の防除、鎮圧並びに救急、救助、通信指令等の業務 

（２）火災予防のための建築物への立入検査と行政指導事務 

（３）建築物の新築等をする場合の建築確認の同意事務 

（４）建築物の使用開始調査と消防設備等の審査、検査事務 

（５）危険物施設等に関する許可、認可事務 

（６）火災予防に関する届出事務 

（７）火災調査事務 

（８）管内住民に対する防火・防災指導事務 

（９）その他消防行政に関する事務 

 

９ 受験手続及び受付期間等 

（１）申込受付期間 

受験申込み受付期間 申込用紙配布開始日 

 ７月１日（火）～８月１５日（金） 

郵送の場合は、８月１３日（水）の消印まで 
７月１日（火） 

※ 申込み受付は、土、日曜日、祝日を除く、平日（月曜日から金曜日）の８時３０分から

１７時１５分までの時間内に行います。 

※ 試験申込書等を郵送で提出する場合は、８月１３日（水）の消印があるものまでを有効

として受け付けますので注意してください。 

（２）試験申込書の請求方法 

郵便により試験申込

書を請求する場合 

封筒の表に『試験申込書請求』と朱書きし、１８０円切手を貼った請求 

人の宛先明記の返信用定形外封筒［角形２号（24.0cm×33.2cm）］ 

１枚を必ず同封して、下記まで請求してください。 

※郵送の関係上、申込み期限の７日前必着でお願いします。 

請求先：〒961-0975 福島県白河市立石山１５番地１ 

白河地方広域市町村圏消防本部総務課総務係 

直接取りに来る場合 
試験申込書は、白河地方広域市町村圏消防本部総務課、各消防署（白

河、棚倉、矢吹）にて配布します。 

ダウンロード 

白河地方広域市町村圏整備組合ホームページの【消防】にある【令和８

年度採用 白河地方広域市町村圏整備組合消防職員採用候補者試験案

内】、【白河地方広域市町村圏整備組合消防職員（高校卒程度）採用候

補者試験 申込書（PDF）】及び【白河地方広域市町村圏整備組合消防

職員（高校卒程度）採用候補者試験 受験票（PDF）】をダウンロード

してください。 
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（３）受験申込方法 

提出書類 

（ア）試験申込書 

ダウンロードした様式は両面印刷し、必要事項を記入し提出して

ください。 

（イ）受験票 

必要事項を記入し、写真を添付して提出してください。 

※写真の貼付 

申し込み前６か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正

面向き、縦 6.0cm×横 4.5cmのものとする。） 

申
込
方
法 

郵送の場合 

上記提出書類を封筒に入れ、封筒の表に『試験申込書等在中』と朱書

きし、受験票返送のための４９０円切手(簡易書留使用)を貼った申込

者の宛先明記の定型外封筒 ［角形２号（24.0cm×33.2cm）］１枚を同

封の上、下記の宛先まで郵送してください。 

送付先：〒961-0975 福島県白河市立石山１５番地１ 

      白河地方広域市町村圏消防本部総務課総務係 

持参の場合 

上記提出書類を下記まで提出してください。（案内図：５頁掲載） 

［申込み受付は、土、日曜日、祝日を除く、平日（月曜日から金曜

日）の８時３０分から１７時１５分まで］ 

提出先：〒961-0975 福島県白河市立石山１５番地１ 

      白河地方広域市町村圏消防本部総務課総務係 

受験票の交付 

郵送での試験申し込みの場合は、受付後即日受験者に郵送します。（前

記の封筒を同封すること。）なお、試験日の 3日前までに受験票が届か

ない場合は、白河地方広域市町村圏消防本部総務課総務係 （TEL 

0248-22-2168 ）に問い合わせください。 

※ 受験当日、受験票を忘れたり、紛失したりした場合には、受付に申

し出てください。この場合には、本人の写真（受験票に貼るためのも

の）及び本人と証明できるものを持参してください。 

試験申込書を持参した場合には、受付後、受験票をお渡しします。 

※ 提出書類に不備等がある申込みは不受理とさせていただく場合があります。十分に受験

案内や提出書類に目を通し、確認のうえ、余裕をもって申込み手続きを行ってください。 

 

10 その他 

（１）受験の際、「ＨＢ」の鉛筆（ＨＢ以外の鉛筆、ボールペン等は使用できません。）、消しゴム

を持参してください。 

（２）受験者は昼食を持参してください。 

（３）申し込みの際に提出された書類は、一切お返ししませんのでご了承願います。 

（４）受験資格がないこと、又は申込書等に記入したことに不正があれば任用される資格を失い

ます。 

（５）この試験に関し不明な点は、下記に問い合せください。 

〒961-0975 福島県白河市立石山１５番地１ 

白河地方広域市町村圏消防本部総務課総務係 

電話番号 ０２４８（２２）２１６８ 

  又は 

   白河地方広域市町村圏白河消防署 

電話番号 ０２４８（２２）２１５５ 
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【試験場所】 新白信ビル案内図 

至国道４号線 

至南湖公園方面 

 

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ 
昭和町店 

至下郷方面 

【新白信ビル】 

（拡大図） 

出口 

駐車場 

新白信ビル 

【試験場所】 
出入口 

【新白信ビル】 

コミネス 

JR 白河駅 

国道 289号線 至下郷 

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏㇽ

昭和町店 

白河市役所 

【白河消防本部】 

図書館 

【受付場所】 白河地方広域市町村圏消防本部案内図 
至国道４号線 

 

至南湖公園方面 

 

至郡山 

至黒磯 


